
 
大地震により被災した建築物の残存耐震性能を把握し、その建築物に引き続き住む、あるいは

建築物を使用するため（恒久・継続使用）にどのような補修・補強をしたら良いか建築の専門

家が詳細に調べて判定を行い、復旧の方法を決定します。 

※判定及び復旧計画の作成には一定の費用がかかります。 

詳しくは、市町村役場へお問合せ下さい。 

被災度区分判定は所

定の講習会を受けた

建築士事務所などの

専門の技術者が行い

ます。 

 

地震直後、早急に、余震等による被災建築物の倒壊、部材の落下等から生ず

る二次災害を防止するとともに、被災者がそのまま自宅にいてよいか、避難

所へ避難したほうがよいかなどを判定するために公共団体が行う調査です。

詳しくは表面参照 

 

地震被災後の建築物の 

判定には 3 種類あります。 

①被災建築物応急危険度判定（地震直後できるだけ早急に実施）

②被災度区分判定（地震後、建築物の復旧対策検討のために実施）

③り災証明（地震後、復旧対策のための公的支援の必要により実施）

①被災建築物応急危険度判定 

③り災証明 

 り災証明は、被災者生活再建支

援法等による被災者への各種の

支援施策や税の減免等を被災者

が申請するにあたって必要とさ

れる家屋の被害程度を、市町村長

が証明するものです。 

 り災証明のための被災家屋の

被害程度の調査は、被災した家屋

の損害割合を算出することによ

って、資産価値的観点からの被害

程度（全壊、半壊等）を明らかに

するものです。 

詳しくは、市町村役場へお問合せ

下さい。 

②被災度区分判定と復旧

被災度区分判定 

復旧設計・工事 

判定及び復旧計画

作成の依頼 

被災建築物応急危険度判定 

住宅相談 応急措置 

地震発生 

 
被災度区分判定 

復  旧 被災者に対する

各種支援

明らかに

復旧不可能

解体・撤去 恒久・継続使用 

（地震直後に二次災害防止のため）

（家屋の財産的被害程度の認定のため）

（応急危険度判定後に被災建築物の復旧のため） 

り災証明(市町村)

被災者 建築士事務所等 

被害の調査


